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資料１

平成２１年度及び平成２２年度登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）の民間競争入

札に係る委託業務の実施状況について

１ 概要

(1) 事業の概要

登記所（法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所）

が行っている登記事務のうち，登記簿等の公開に関する事務，すなわち，登記事項

証明書等の交付及び登記簿等の閲覧等に係る事務（以下「乙号事務」という。）を包

括的に民間事業者に委託するため，競争の導入による公共サービスの改革に関する

法律（平成１８年法律第５１号。以下「公共サービス改革法」という。）の規定に基

づき，平成２１年度及び平成２２年度に民間競争入札を実施した。

(2) 対象登記所（別紙１）

ア 平成２１年度契約

４１局１４８庁

イ 平成２２年度契約

４４局２９７庁

(3) 委託業務の実施期間

ア 平成２１年度契約

平成２２年４月１日から平成２５年３月３１日まで

イ 平成２２年度契約

平成２３年４月１日から平成２５年３月３１日まで

(4) 受託事業者（別紙２）

ア 平成２１年度契約

１１事業者

イ 平成２２年度契約

９事業者

(5) 確保すべき公共サービスの質

ア 利用者アンケート調査において，①「証明書等の交付ないし地図等の閲覧まで

に要した時間（以下「交付等に要した時間」という。）及び②「総合的な満足度」

について，それぞれ下記の水準（以下「要求水準」という。）の評価を得ること。

(ｱ) 平成２１年度契約

① ８０％以上の利用者からの「１０分未満」，「２０分未満」又は「３０分未

満」との評価。

② ８０％以上の利用者からの「満足」，「ほぼ満足」又は「普通」との評価。
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(ｲ) 平成２２年度契約

① ８５％以上の利用者からの「１０分未満」，「２０分未満」又は「３０分未

満」との評価。

② ８５％以上の利用者からの「満足」，「ほぼ満足」又は「普通」との評価。

イ 各種証明書等を正しく作製するとともに，同証明書等及び印鑑カードを請求者

以外の第三者に誤って引き渡さないこと（以下この規定に抵触する事案を「過誤

処理」という。）。

２ 実施状況の調査について

(1) 調査期間

ア 平成２１年度契約

平成２２年４月１日から平成２３年１０月３１日まで

イ 平成２２年度契約

平成２３年４月１日から同年１０月３１日まで

(2) 調査項目

ア 利用者アンケート調査の結果

イ 過誤処理の件数

ウ 実施経費

エ 総事件数及び延べ従事者数

オ その他

３ 実施状況の調査の結果

(1) 利用者アンケート調査の結果

利用者アンケート調査は，登記所に来庁して登記事項証明書等の交付又は登記簿

等の閲覧の請求を行った者（以下「利用者」という。）を対象として，四半期に１回

（５月，８月，１１月及び２月）の頻度で，各回３日間（実施月の第３週の月曜日，

水曜日及び金曜日）にかけて実施した。

同調査は，法務局が作成したアンケート用紙を，受託事業者が受付時に利用者に

手交し，利用者が回収箱にアンケート用紙を投函する方法により実施した。

なお，アンケート用紙の回収及び集計は，法務局が実施した。

各利用者アンケート調査の結果は，以下のとおりである。

ア 平成２１年度契約（別紙３）

(ｱ) 交付等に要した時間

調査期間中の全ての利用者アンケート調査において，上記１(5)ア(ｱ)①の要

求水準が達成された。

なお，全ての利用者アンケート調査の結果のうち，最も低い評価は８５％，

最も高い評価は１００％であった（評価の分布については，別紙５表１を参照。）。

(ｲ) 総合的な満足度

調査期間中の全ての利用者アンケート調査において，上記１(5)ア(ｱ)②の要
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求水準が達成された。

なお，全ての利用者アンケート調査の結果のうち，最も低い評価は８３％，

最も高い評価は１００％であった（評価の分布については，別紙５表２を参照。）。

（参考）アンケートの回収率（平成２１年度契約）

実 施 時 期 庁 数 配布枚数 回収枚数 回収率

平成22年５月 148庁 38,983 31,933 82%

平成22年８月 148庁 34,727 29,366 85%

平成22年11月 148庁 37,307 32,678 88%

平成23年２月 148庁 39,831 33,977 85%

平成23年５月 137庁 33,094 28,117 85%

平成23年８月 137庁 25,159 22,202 88%

合計 209,101 178,273 85%

イ 平成２２年度契約（別紙４）

(ｱ) 交付等に要した時間

平成２３年５月に実施した利用者アンケート調査において，２庁が上記１(5)

ア(ｲ)①の要求水準を達成することができなかった（「１０分未満」，「２０分未

満」又は「３０分未満」との評価が，６７％及び８２％であった。）。

これらの登記所については，要求水準を達成するための人的体制が確保され

ていなかったことから，改善措置を講ずるよう指示等を行った。その結果，平

成２３年８月に実施した利用者アンケート調査においては，要求水準を達成し

た（「１０分未満」，「２０分未満」又は「３０分未満」との評価が，９１％及

び９５％となった。）。

なお，その他の登記所における調査期間中の全ての利用者アンケート調査の

結果のうち，最も低い評価は８７％，最も高い評価は１００％であった（評価

の分布については，別紙５表３を参照。）。

(ｲ) 総合的な満足度

平成２３年５月に実施した利用者アンケート調査において，１庁が上記１(5)

ア(ｲ)②の要求水準を達成することができなかった（「満足」，「ほぼ満足」又は

「普通」との評価が８２％であった。）。

この登記所は，「交付等に要した時間」において要求水準を達成することがで

きなかった登記所と同一の登記所であり，要求水準を達成するための人的体制

が確保されていなかったことから，改善措置を講ずるよう指示等を行った。そ

の結果，平成２３年８月に実施した利用者アンケート調査においては，要求水

準を達成した（「満足」，「ほぼ満足」又は「普通」との評価が，９０％となっ

た。）。

なお，その他の登記所における調査期間中の全ての利用者アンケート調査の

結果のうち，最も低い評価は８６％，最も高い評価は１００％であった（評価

の分布については，別紙５表４を参照。）。
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（参考）アンケートの回収率（平成２２年度契約）

実 施 時 期 庁 数 配布枚数 回収枚数 回収率

平成23年５月 281庁 77,256 61,800 80%

平成23年８月 282庁 59,375 50,219 85%

合計 136,631 112,019 82%

(2) 過誤処理の件数

ア 平成２１年度契約

(ｱ) 年度別発生件数

発生件数
年度 １庁当たり年間発生件数

うち
印鑑証明書等

平成２２年度 ７６件 ９件 約０．５件

平成２３年度 ２１件 ２件 約０．２件

(ｲ) 月別過誤処理件数

別紙６表１のとおり

＊年度当初の過誤処理件数

平成２２年４月～６月：４５件

平成２３年４月～６月： ８件

イ 平成２２年度契約

(ｱ) 年度別過誤処理件数

発生件数
年度 １庁当たり年間発生件数

うち
印鑑証明書等

平成２３年度 １０６件 １５件 約０．６件

(ｲ) 月別過誤処理件数

別紙６表１のとおり

＊年度当初の過誤処理件数

平成２３年４月～６月：８１件
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（参考）国が乙号事務を実施していたときの過誤処理件数

発生件数
年度 １庁当たり年間発生件数

うち
印鑑証明書等

平成１８年度 ３０件 ４件 約０．０５件

平成１９年度 ３８件 ５件 約０．０８件

平成２０年度 ６０件 ７件 約０．１３件

平成２１年度 １５件 ４件 約０．０５件

(3) 実施経費（単年度当たり）

ア 平成２１年度契約（別紙７）

(ｱ) 国が乙号事務を実施していたときの経費

約３６億円

(ｲ) 委託業務に係る実施経費

約２１億２１００万円

イ 平成２２年度契約（別紙８）

(ｱ) 国が乙号事務を実施していたときの経費

約７３億９２００万円

(ｲ) 委託業務に係る実施経費

約４０億６１００万円

(4) 総事件数及び延べ従事者数

ア 平成２１年度契約

総事件数：別紙９のとおり

延べ従事者数：別紙１０のとおり

イ 平成２２年度契約

総事件数：別紙１１のとおり

延べ従事者数：別紙１２のとおり

(5) その他

ア 受託事業者による創意と工夫の例

より良質な公共サービスの提供を実現するため，受託事業者により，以下のよ

うなサービスが実施された。
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・待合室に配置した案内係による証明書の種類の案内や請求書の記載方法の説明

・登記所内に設置された登記事項証明書等発行請求機の利用促進のためのレイ

アウトの工夫や周知ポスターの掲示，音声案内機器の設置

イ 公共サービス改革法第３３条の２第６条の規定に基づく委託業務の一部停止命

令及び同法第２７条第１項の規定に基づく指示

(ｱ) 命令等の概要

平成２２年度契約に係る一部の登記所において，公共サービス改革法第３３

条の２第３項において禁止されている「特定業務の実施に関して知り得た情報

を，特定業務の用に供する目的以外に利用」した事案が発生したことから，当

該登記所における委託業務の停止を命ずるとともに，委託業務の適正かつ確実

な実施を確保するため，公共サービス改革法第２７条第１項に基づき，必要な

措置を執るべきことを指示した。

また，当該指示の一部について，指示どおりの履行がされなかったことから，

公共サービス改革法第３３条の２第６項の規定に基づき，再度，上記の登記所

における委託業務の停止を命じるとともに，同法第２７条第１項に基づき，必

要な措置を執るべきことを指示した。

なお，２回目の指示については，指示に係る報告書が提出された時点におい

て，指示どおりの履行がされていると判断することができたことから，業務停

止を命じていた登記所について，委託業務の再開をさせた。

（参考）

停止を命じた登記所：東京法務局江戸川出張所・府中支局・田無出張所・西多摩支局，横浜

地方法務局青葉出張所・栄出張所，さいたま地方法務局志木出張所・

川越支局・所沢支局・飯能出張所，和歌山地方法務局岩出出張所

停 止 期 間：平成２３年５月１６日から同年７月１５日まで及び同年７月１９日か

ら同年９月１６日まで

(ｲ) 委託業務の一部停止期間中における乙号事務の実施体制について

委託業務の一部停止期間中においては，国が，労働者派遣契約等により人的

体制を構築し，乙号事務を実施した。

同期間中における乙号事務の実施に要した経費等は，下表のとおりである（同

期間中は，受託事業者による委託業務が実施されなかったことから，契約に基

づき，委託業務の実施に係る対価を支払っていない（対価相当分を委託費から

減額して支払った。）。）。

なお，同期間中においては，国の職員も乙号事務に従事していたことから，

この点においては，下表の「実施に要した経費」のほかにも一定の負担が生じ

たところである。
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（参考）委託業務の一部停止期間中における実施経費 （単位：円）

(a) 委託費の減額 (b) 実施に要した経費 (a) - (b)

76,576,804 74,978,986 1,597,818

ウ 民間競争入札実施要項１０(1)イの規定に基づく指示

受託事業者が，提案書に記載された事項を履行しないなどの事態が生じたとき

は，民間競争入札実施要項１３(2)ウに基づき，受託事業者と打合せをするなどに

より改善を求めることとしているところ，それでも改善が図られない場合には，

委託業務の適正かつ確実な実施を確保するため，民間競争入札実施要項１０(1)イ

の規定に基づき，法務局・地方法務局の長から受託事業者の代表者に対して，文

書による指示を発出することとしている。

本調査期間中に発出した指示の概要は，以下のとおり。

(ｱ) 発出理由

研修計画や結果報告書が提出されていない，提案書に記載されている人員体

制が確保されていない，業務報告書（日報）が期限までに提出されていないな

ど。

(ｲ) 発出件数

ａ 平成２１年度契約

３６件

ｂ 平成２２年度契約

３３件

＊平成２２年度契約においては，民間競争入札実施要項２(6)イにおいて，

指示どおりの履行がされなかった場合における委託費の減額措置の規定

を新たに設けたところ，上記の３３件の指示のうち１８件については，

指示どおりの履行がされなかったことから，同規定に基づき，委託費の

減額措置を実施した。

４ 実施状況の分析

公共サービス改革法においては，民間競争入札を実施することにより，公共サービ

スの質の維持向上及び経費の削減を図ることが求められている。また，上記３(5)にお

いて記載した法律又は契約に基づく指示の発出状況についても，委託業務の実施状況

を評価する上で重要な指標となる。

そこで，これらの三つの観点から本事業の実施状況の分析を行う。

(1) サービスの質の維持向上について

本事業では，確保すべき公共サービスの質として，上記１(5)のとおり，利用者ア

ンケート調査において一定の評価を得ること及び過誤処理をしないことを求めてい

るため，それぞれの状況について分析を行う。

ア 利用者アンケート調査について

上記３(1)のとおり，ほとんど全ての登記所において，「交付等に要した時間」

及び「総合的な満足度」のそれぞれの調査項目について，要求水準を大きく上回



- 8 -

る結果を得ることができたことから，公共サービスの質は，維持されているもの

と評価することができる。

しかし，平成２２年度契約に係る一部の登記所において，要求水準を達成する

ことができなかった登記所があったほか，「交付等に要した時間」については，利

用者アンケート調査が実施されない月（委託業務が開始された月等）において，

要求水準に定める時間による交付等をすることができなかった登記所も見られた。

このような現状を踏まえ，要求水準の設定や利用者アンケート調査の実施方法，

要求水準を確保することができなかった場合の対応策について，引き続き検討す

る必要がある。

イ 過誤処理について

上記３(2)のとおり，国が乙号事務を実施していたときと比べ，過誤処理の発生

件数が多くなっていることから，確保すべき公共サービスの質のうち，「過誤処理

をしないこと」については，その質が低下したと評価せざるを得ない。また，過

誤処理の発生時期をみると，委託業務を開始した直後から３か月の間に特に多く

発生しており，それ以降も，一定程度の過誤処理が発生していることが見受けら

れる。

したがって，過誤処理の発生の防止等に係る方策について，引き続き検討する

必要がある。

(2) 経費の削減について

上記３(3)のとおり，国が乙号事務を実施していたときに要した経費と委託業務の

実施に要した経費について，単年度で比較すると，平成２１年度契約においては，

約１４億７９００万円（約４１％），平成２２年度契約においては，約３３億３１０

０万円（約４５％）の経費の削減効果があった。

このことから，民間競争入札の実施によって，大幅な経費の削減が図られたもの

と評価することができる。

今後も民間競争入札の実施によって経費の削減を図るとともに，より高い水準の

公共サービスの質を確保するための入札の実施方法について，引き続き検討する必

要がある。

(3) 法律又は契約に基づく指示について

ア 公共サービス改革法第３３条の２第６条の規定に基づく委託業務の一部停止命

令及び同法第２７条第１項の規定に基づく指示

本命令等は，上記３(5)イのとおり，受託事業者が，公共サービス改革法で禁止

されている情報の目的外利用に係る事案を発生させたことを端緒として発したも

のであるところ，当該事案は，受託事業者が，法令（公共サービス改革法第３３

条の２第２項及び登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共

サービス実施民間事業者における実施等に関する省令（平成１９年８月３０日法

務省令第５１号）第２条等）に規定されている委託業務を適正かつ確実に実施す

るための体制を十分に構築していなかったために生じたものであると考えられる。
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そこで，今後は，入札参加者の体制等について，提案書の審査の際に確認する

ための方策を検討する必要がある。

イ 民間競争入札実施要項１０(1)イの規定に基づく指示

本指示は，上記３(5)ウのとおり，受託事業者が，契約（実施要項や提案書に記

載された事項等）を履行しなかったことを端緒として発したものである。

本指示の違反については，民間競争入札実施要項１０(3)コ(ｷ)において，契約

の解除事由にも該当することから，厳正に対処しなければならないものである。

そのため，平成２２年度民間競争入札実施要項において，指示に違反した場合に

委託費の減額措置を講ずる規定を新たに設けたところであるが，同一の受託事業

者が，同内容の指示により，複数回の委託費の減額措置の対象となるなど，その

実効性がいまだ十分に確保されていない状況にある。

そこで，今後は，指示の実効性を確保し，もって公共サービスの質の維持向上

を図るため，受託事業者が指示に違反した場合の対応について，検討する必要が

ある。

(4) まとめ

上記のとおり，委託業務を適正かつ確実に実施させるために検討すべき課題が存

するところ，これらは，民間競争入札実施要項の見直しにより改善を図ることが可

能であると考える。

したがって，本事業については，一部の小規模登記所を除く全ての登記所におい

て，業務の実施期間を平成２５年４月から２年以上の複数年とする公共サービス改

革法に基づく民間競争入札を実施することにより，引き続き公共サービスの質の維

持向上及び経費の削減を図ることとしたい。
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